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平成 22 年度予算概要

国の平成２２年度予算は，新政権による初めての本格的な予算であり，「コンクリートから

人へ」「地域主権」など５つの柱を基本理念として編成されております。

また，平成２１年度第２次補正予算と合わせ，これらを切れ目なく執行することにより，景

気が再び落ち込むことを回避し，着実に回復させるとともに，将来の安定的な成長に繋がる予

算としていくこととされております。

地方財政対策は，平成２２年度においては，個人所得の大幅な減少や企業収益の急激な悪化

等により，地方税収や地方交付税の原資となる国税収入が引き続き落ちこむ一方，社会保障経

費の自然増や公債費が高い水準で推移することなどにより，財源不足が過去最大の規模に拡大

するものと見込まれております。

こうした中，地方交付税は，「地域主権改革」の第一歩として，地方が自由に使える財源を

増やし，それぞれの地方のニーズに適切に応えられるようにするため，地方の自主財源の充実，

強化を図ることとされております。

また，公共事業についても，地方公共団体の自由度を高めるため，これまでの個別補助金を

廃止し，社会資本整備総合交付金として統合されることとなっております。

新たに創設された「子ども手当」については，中学校修了までの子どもを対象に，一人につ

き月額１３，０００円を支給することとされております。

平成２２年度は，国の政策が大幅に転換され，その全容がいまだ不透明な部分も多分にある

中での非常に判断の難しい予算編成となりました。

現下の地方財政を取り巻く環境については，経済指標の一部に明るい兆しが見え始めたとは

いえ，雇用・所得環境は，依然深刻な状況が続いており，市民税をはじめとする市税収入の見

通しは非常に厳しいものとなっており，予算編成にあたっては，財政運営適正化計画の基本方

針に基づく秩序ある財政運営とするため，「歳入に見合った歳出」を再認識し，事業の選択と

集中を図っております。

笠岡市にとっての平成２２年度は，「市民協働で築くしあわせなまち 活力ある福祉都市か

さおか」を目指すべき都市像とする「第６次笠岡市総合計画」の初年度であり，新たな時代の

流れに的確に対応したまちづくりを実現させるため，大変重要なスタートの年です。

自治基本条例に定める自治の基本理念のもと，人口減少社会に対応し，市民の幸福・しあわ

せを目的として，総合的に施策を進めることとし，新年度予算では，「定住促進」「市民との協

働」「教育環境の整備」「子育て支援」などに特に重点をおいて編成いたしました。
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◎予算規模

一般会計 ２１４億 ４７９万円（前年度比 △０．１％）

特別会計 １４２億４，８０９万円（ 〃 △０．３％）

企業会計 ４７億３，５１０万円（ 〃 ＋３．１％）

合計 ４０３億８，７９８万円（ 〃 ＋０．２％）

◎主な歳入の概要

１ 市税 ７０億７，３１１万円 （前年度比 △７．２％）

２ 地方交付税 ６２億７，６００万円 （前年度比 ＋７．７％）

３ 臨時財政対策債 ９億９，８００万円 （前年度比 ＋４０．８％）

４ 国庫支出金 ２２億９，９８９万３千円（前年度比 ＋５５．０％）

５ 県支出金 １２億６，４１３万６千円（前年度比 ＋１３．１％）

６ 市債（臨財債を除く） ６億８，７８０万円 （前年度比 △１１．４％）

※ 平成２１年度の市債から，公的資金補償金免除繰上償還対策債

（６億１，６５０万円）を除く

◎第 6 次総合計画 施策体系別予算額

１ 定住促進 ２２６，７７５千円

２ 安全で快適なまちづくり ５，０４８，６２８千円

３ 心豊かな人づくり １，７２８，５１７千円

４ 安心して暮らせるまちづくり ８，０３７，２８５千円

５ 活気あるまちづくり １，９０１，９０４千円

６ 人と人がつながるまちづくり ６２，１５６千円

７ 計画実現に向けた取り組み １，５６３，１１１千円


